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このメールマガジンは、購読を希望された方、広域関東圏知的財産戦略本部 
関係者、知的財産に関係する企業・機関のご担当者、パテントソリューショ 
ンフェアに出展申込された方、ご来場頂いた方に配信しております。 
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□■ １，「知財戦略コンサルティング活用事例集」のご案内 
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 我が国では、中小企業の知財戦略を支える「専門家」が育ちつつあります。 
技術士、中小企業診断士、弁理士、弁護士、公認会計士、専門のコンサルタ 
ントなど――これらの専門家は、知的財産という切り口から、企業の研究開発 
戦略や事業戦略を協働で考える「知財戦略コンサルティング」という新しい 
支援サービスを始めています。 
 関東経済産業局では、このような知財戦略コンサルティングをわかりやすく 
紹介した新しい事例集「知財戦略コンサルティング活用事例集～専門家との 
協働で実践する知的財産経営～」をとりまとめました。 
本書の事例を読めば、企業経営に対する知的財産戦略の意義や、専門家と 



共に知的財産経営を実践していくためのポイントが具体的に理解できるでしょ 
う。また、専門家（知財戦略コンサルタント）へのインタビュー集を収録して 
いますので、中小企業の知財戦略の考え方や専門家による支援内容がわかり 
ます。本事例集により、中小企業の皆様の知財戦略の構築や、専門家の活用が 
一層進展することを期待しています。 
 
第１章 知財戦略とコンサルティング ～専門家の活用ノウハウ～ 
・中小企業にとっての知財戦略の意義や、専門家活用（知財戦略 
コンサルティング）のポイントを総論的にまとめました。 
第２章 知的財産経営の実践 ～コンサルティング活用事例集～ 
・知財戦略コンサルティングを活用した中小企業５社の事例を、 
わかりやすく紹介しました。 
第３章 中小企業の知財戦略とコンサルタントの実態 ～コンサルインタ 
ビュー集～ 
・知財戦略コンサルタントに対するインタビュー集です。中小企業 
の知財戦略のポイントや支援内容について伺っています。 
第４章 参考資料 ～知っておきたい役立ち情報～ 
・広域関東圏における中小企業向けの支援策など、役立つ情報を 
まとめました。 
 
本事例集の詳細及び資料請求は以下の関東経済産業局ＨＰをご参照願います。 
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/tokkyo/20080520consuljireisyu.html  
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 関東経済産業局では、中小企業等における知的財産の取組の成功例・失敗例 
や参考事例を、アンケートやヒアリング調査により「中小企業の知的財産活用 
事例集～わが社はこうやっている～」としてとりまとめました。 
本事例集の活用により、企業経営に対する知的財産の意義や、知的財産を 
めぐる実態を具体的にご確認頂くことにより、中小企業の皆様の知的財産に 
関する理解が深まり、また事業の活性化につながることを期待いたします。 
 
●広域関東圏における産業財産権をめぐる動向 
各種データから、広域関東圏の産業財産権に関する動向をまとめました。 



●アンケートにみる広域関東圏の中小企業の知財活用の現状 
管内 3,392社へアンケート調査を依頼し、1,437社から回答をいただき、 
その中で参考となる結果をまとめました。 
●以下の章立てにて、各社の事例を盛り込みながら、疑問と課題の解決に 
役立つ情報をまとめました。 
第１章 中小企業における知財の意義 
第２章 中小企業における知財の創造 
第３章 中小企業における知財の保護 
第４章 中小企業における知財の活用 
第５章 中小企業における知財の管理 
第６章 その他の知的財産権 
 
本事例集の詳細及び資料請求は以下の関東経済産業局ＨＰをご参照願います。 
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/tokkyo/20080530chushojireisyu.html  
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□■ ３，平成 20年度特許法等改正説明会の開催について【再掲】 
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平成 20年度特許法等改正説明会（特許庁主催）が開催されます。参加費は無料 
ですので、この機会に奮ってご参加ください。 
なお、全会場、事前申し込み制となっており、既に満員の会場もございます 
のでご注意願います。 
 
（１）通常実施権等登録制度の見直しについて ＜特許法・実用新案法＞ 
（２）不服審判請求期間の見直しについて ＜特許法・意匠法・商標法＞ 
（３）優先権書類の電子的交換の対象国の拡大について 
＜特許法・実用新案法＞ 
（４）特許・商標関係料金の引下げについて ＜特許法・商標法＞ 
（５）料金納付の口座振替制度の導入について 
＜工業所有権に関する手続等の特例に関する法律＞ 
 
6月 11日（水）メルパルク東京（東京・１回目） 【満員】 
6月 16日（月）かながわ労働プラザ（神奈川） 【満員】 
6月 26日（木）大宮ソニックシティー（埼玉） 【満員】 
6月 27日（金）メルパルク長野（長野） 



7月 11日（金）静岡県産業経済会館（静岡） 
7月 16日（水）メルパルク東京（東京・２回目） 【満員】 
 
詳細は、特許庁ＨＰを参照願います。 
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/ibento2/h20_kaisei.htm  
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□■ ４，日本弁理士会「弁理士の日」記念事業 
□■    全国一斉無料特許相談会開催について【再掲】 
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日本弁理士会の主催により、「弁理士の日（７月１日）」の記念事業の一環 
として無料相談会が開催されます。 
明治３２年７月１日に弁理士法の前身である「特許代理業者登録規則」が 
施行されたことにちなみ記念事業として行われるものです。 
 
開催日時：平成２０年６月２８日（土）10:00～16:00 
開催地： 全国４４ケ所 
相談形態：面談による無料相談（予約は不要） 
相談員は委嘱された弁理士（全国１５０名を予定） 
担当事務局：日本弁理士会 広報・支援・評価室 鈴木様 
e-mail：a.suzuki-jpaa@nifty.com    Tel:03-3519-2709 
 
詳細はホームページ（http://www.jpaa.or.jp/）にてご確認ください。 
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□■ ５，第２回知的財産研修（主催：ＩＮＰＩＴ）の開催について 
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独立行政法人工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）では公益法人の職員を 
対象とした第２回知的財産研修を開催します。 
受講者を希望される方はＩＮＰＩＴのＨＰにてご確認頂き申し込み願います。 
 
［研修概要］ 
■研修名：平成２０年度知的財産権研修（第２回） 
■対象者：公益法人において知的財産権関係の業務に携わっている職員 



     （入門レベル） 
■日 程：７月１５日（火）～１８日（金） ４日間 
■会 場：航空会館（東京都港区新橋１－１８－１） 
■受講料：９,０００円 
 
詳細は下記 URLに掲載してございます。 
http://www.inpit.go.jp/jinzai/gyosei/chizaiken/20chizai_ken2.html  
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□■ ５，その他のセミナー等について 
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●商標入門！企業や地域の価値を高めるネーミングの知識 
開催日  ：2008年 7月 25日 
開催地  ：さいたま市大宮区 
会場名  ：財団法人埼玉県中小企業振興公社 研修室 
主催者  ：知的財産総合支援センター埼玉、埼玉県、特許庁、 
関東経済産業局 
お問合せ：（財）埼玉県中小企業振興公社 知的財産支援部 
http://www.saitama-j.or.jp/~chizai/semina080725.html  
 
●第３回横浜市知的財産セミナー（実務者向け） 
「知的財産権制度の基礎と中小企業向けの支援策」 
開催日  ：2008年 6月 17日 
開催地  ：横浜市 
会場名  ：（財）横浜企業経営支援財団 大会議室 
主催者  ：横浜市 
お問合せ：横浜市経済観光局経営・創業支援課 
http://www.ipmax.jp/chizaiseminar.html  
 


